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（
質
問
の 

二
） 

答

弁

第

二

号 

   

衆
議
院
議
員
林
百
郎
君
提
出
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
超
過
負
担
の
解
消
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
五
九
第
二
号 

昭
和
四
十
三
年
八
月
十
日 

衆

議

院

議

長 
石 
井 

光 

次 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

佐 

藤 

榮 

作 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
林
百
郎
君
提
出
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
超
過
負
担
の
解
消
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

地
方
公
共
団
体
の
い
わ
ゆ
る
超
過
負
担
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
も
そ
の
解
消
を
図
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
超
過
負
担
と
い
わ
れ
る
も
の
の
な
か
に
、
種
々
の
要
因
に
よ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

四
十
二
年
度
に
お
い
て
、
か
ね
て
か
ら
と
く
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
農
業
改
良
普
及
事
業
費
補
助
金
、

保
健
所
運
営
費
補
助
金
、
国
民
健
康
保
険
事
務
費
補
助
金
、
国
民
年
金
市
町
村
事
務
取
扱
交
付
金
、
公
立
小
中

学
校
施
設
整
備
費
補
助
金
及
び
公
営
住
宅
建
設
費
補
助
金
の
六
項
目
の
補
助
金
に
つ
い
て
、
大
蔵
、
自
治
及
び

関
係
各
省
共
同
の
実
態
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
所
要
の
是
正
措
置
を
四
十
三
年
度
以
降
三
年

度
間
で
行
な
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 



二
及
び
三
に
つ
い
て 

上
記
の
六
項
目
以
外
の
補
助
金
に
つ
い
て
も
、
上
述
の
基
本
的
な
考
え
方
に
立
ち
、
今
後
必
要
に
応
じ
関
係

各
省
の
協
議
の
も
と
に
実
態
調
査
を
行
な
い
、
今
回
の
措
置
に
準
じ
て
改
善
を
図
つ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

補
助
単
価
等
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
と
お
り
、
実
態
調
査
等
を
基
礎
と
し
、
適
正
化
を
図
つ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
に
お
い
て
も
給
与
水
準
、
建
設
物
価
の
推
移
等
を
勘
案
し
、
実
情
に
即
す
る
よ
う
措
置 

こ
の
場
合
、
補
助
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
目
的
に
即
応
し
、
補
助
事
業
を
遂
行
す
る
た

め
に
必
要
な
部
分
を
対
象
と
し
、
補
助
単
価
、
規
格
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
目
的
に
即
し
た
合
理

的
な
規
格
、
規
模
に
お
い
て
、
能
率
的
に
補
助
事
業
が
行
な
わ
れ
る
場
合
の
費
用
（
給
与
に
つ
い
て
は
国
家
公

務
員
の
給
与
水
準
）
を
前
提
と
す
る
と
い
う
基
本
的
な
立
場
に
立
つ
て
、
是
正
を
要
す
る
範
囲
、
程
度
等
を
判

断
し
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




